
補助要綱規定事項一覧表

自治体名：五條市

計画名称：五條市地域公共交通計画

地域公共交通計画での記載箇所（頁）

（第１号関係）
地域公共交通確保維持事業により運行を
確保・維持する運行系統の地域の公共交
通における位置付け・役割

P50～52　6.2.1まちづくりの支援に基づく事業項目
1)地域の状況やニーズに適した地域公共交通体系の確保・維持
P55～56
3)市庁舎移転に伴う再編後の地域公共交通ネットワークの継続的な見
直し・改善

（第２号関係）
上記を踏まえた地域公共交通確保維持事
業の必要性

P26～27
4.地域公共交通計画の基本的な方針 を計画の基本的な方針としてい
る。
そのうえで、
P52
6.2.1まちづくりの支援に基づく事業項目
1）地域の状況やニーズに適した地域公共交通体系の確保維持内で、確
保維持に関する必要性を記載。

（第３号関係）
地域公共交通確保維持事業により運行を
確保・維持する運行系統に係る事業及び
実施主体の概要

P52
6.2.1まちづくりの支援に基づく事業項目
1）地域の状況やニーズに適した地域公共交通体系の確保維持
（地域公共交通確保維持改善事業も含めた取組を通じて、確保・維持
を目指す地域公共交通サービス）

（第４号関係）
地域公共交通計画の区域内全体における
地域旅客運送サービスの利用者の数、収
支、費用に係る国又は地方公共団体の支
出の額その他の定量的な目標・効果及び
その評価手法

P33
五條地域公共交通計画で定める評価指標と評価の基準
（６)持続的なサービスの提供に向けた効率的・効果的な運行の実現
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